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総
論
　
斯
波
氏
の
動
向
と
系
譜�

木
下
　
聡

は
じ
め
に

　

斯
波
氏
と
い
う
と
、
足
利
氏
の
一
門
で
、
室
町
幕
府
下
で
は
高
い
家
格
を
保
持
し
、
尾
張
・
越
前
・
遠
江
三
ヶ
国
を
始
め
と
す
る
各
国

の
守
護
を
務
め
、
三
管
領
家
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
度
重
な
る
当
主
の
早
世
と
、
養
子
に
入
っ
た
義
敏
と
義
廉
の

家
督
争
い
で
勢
力
を
減
衰
さ
せ
、
応
仁
の
乱
後
に
は
越
前
を
家
臣
朝
倉
氏
、
遠
江
を
駿
河
今
川
氏
に
奪
わ
れ
、
残
る
尾
張
も
守
護
代
織
田

氏
に
実
権
を
奪
わ
れ
、
つ
い
に
は
織
田
信
長
に
よ
っ
て
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
、
と
い
っ
た
認
識
も
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
そ
う
し
た
斯
波
氏
に
つ
い
て
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
研
究
状
況
と
、
今
後
の
課
題
を
述
べ
た
上
で
、
各
時
代
に
お
け
る
斯
波
氏

の
政
治
的
動
向
を
、
系
譜
関
係
を
明
確
に
し
な
が
ら
概
略
し
て
い
き
た
い
。
な
お
論
中
で
言
及
す
る
系
譜
関
係
は
、
基
本
的
に
一
次
史
料

の
記
述
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
明
な
部
分
も
多
く
、
系
図
類
や
斯
波
家
譜
（
本
書
第
５
部
）
で
補
っ
て
い
る
。

一　

斯
波
氏
に
関
す
る
研
究
と
課
題

　

斯
波
氏
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
核
と
な
る
史
料
群
が
無
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
後
に
な
っ
て
よ
う
や
く
活
発
化
し
た
。

　

ま
ず
注
目
さ
れ
た
の
が
、
斯
波
義
将
と
、
応
仁
の
乱
に
お
け
る
斯
波
氏
の
家
督
争
い
で
あ
る
。
前
者
は
、
足
利
義
満
死
後
に
政
治
を
執

り
始
め
た
義
持
を
補
佐
し
た
義
将
に
つ
い
て
見
た
臼
井
信
義
「
足
利
義
持
の
初
政
と
斯
波
義
将
」（
本
書
所
収
）
や
、
禅
宗
、
特
に
春
屋

妙
葩
と
の
関
係
に
注
目
し
た
今
枝
愛
眞
「
斯
波
義
将
の
禅
林
に
対
す
る
態
度
」（
本
書
所
収
）
が
あ
り
、
ま
た
一
九
八
〇
年
代
ま
で
下
が
る

が
「
竹
馬
抄
」
か
ら
義
将
の
思
想
を
読
み
取
ら
ん
と
し
た
布
川
尚
志
氏
の
研
究（（
（

が
あ
る
。
後
者
は
、
永
島
福
太
郎
『
応
仁
の
乱
（
２
）』

な
ど
に

代
表
さ
れ
る
が
、
主
に
通
史
の
記
述
と
し
て
乱
そ
の
も
の
を
取
り
扱
う
こ
と
が
主
題
で
あ
る
た
め
、
斯
波
氏
を
主
眼
に
お
い
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
な
お
義
将
以
外
の
斯
波
氏
当
主
を
個
別
に
検
討
し
た
最
初
の
論
文
は
、
義
将
子
の
義
教
（
義
重
）
の
政
治
動
静
を
明
ら
か
に

し
た
秋
本
信
英
「
斯
波
義
重
の
動
向
」（
本
書
所
収
）
に
な
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
斯
波
氏
に
つ
い
て
様
々
な
研
究
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
斯
波
氏
そ
の
も
の
を
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
は
、
鎌
倉
～
南
北
朝
期
の
斯
波
氏
の
政
治
動
向
を
詳
細
に
解
き
明
か
し
た
小
川
信

氏
の
一
連
の
研
究
（
３
）が
あ
り
、
現
在
で
も
ま
ず
参
照
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
文
献
で
あ
る
。
ま
た
、
義
敏
・
義
廉
・
義
寛
の
三
人
を
取
り
上
げ

た
小
泉
義
博
「
斯
波
氏
三
代
考
」（
本
書
所
収
）
や
、
越
前
国
を
め
ぐ
る
朝
倉
貞
景
と
斯
波
義
寛
の
争
い
を
検
討
し
た
松
原
信
之
氏
の
研

究（４
）も
出
た
。
そ
の
後
九
〇
年
代
に
入
っ
て
、
義
将
～
義
淳
期
に
つ
い
て
は
、
小
泉
義
博
「
室
町
期
の
斯
波
氏
に
つ
い
て
」（
本
書
所
収
）

や
、
斯
波
義
淳
の
管
領
就
任
と
辞
職
に
つ
い
て
検
討
し
た
河
村
昭
一
氏
の
研
究
（
５
）、
及
び
同
「
管
領
斯
波
義
淳
の
政
治
活
動
」（
本
書
所
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収
）
が
あ
り
、
応
仁
の
乱
前
後
に
つ
い
て
は
、
足
利
義
政
の
東
国
政
策
の
中
で
の
斯
波
氏
の
位
置
付
け
を
明
ら
か
に
し
た
家
永
遵
嗣
氏
の

論
考
（
６
）が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
興
福
寺
尋
尊
・
経
覚
、「
文
正
記
」、
そ
れ
以
後
の
軍
記
物
の
三
つ
の
観
点
か
ら
、
斯
波
氏
の
内
訌
が
ど

う
描
か
れ
て
い
る
か
を
見
る
瀬
戸
祐
規
「『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』『
文
正
記
』
に
見
る
長
禄
・
寛
正
の
内
訌
」（
本
書
所
収
）
も
あ
る
。

　

ま
た
斯
波
氏
の
室
町
幕
府
内
の
儀
礼
的
立
場
に
つ
い
て
は
、
そ
の
高
さ
は
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
も
、
従
来
全
く
目
を
向
け
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
小
久
保
嘉
紀
「
斯
波
氏
と
室
町
幕
府
儀
礼
秩
序
─
書
札
礼
を
中
心
に
─
」（
本
書
所
収
）
や
、
谷

口
雄
太
氏
の
研
究
（
７
）が
呈
さ
れ
て
い
る
。

　

一
方
織
田
氏
・
朝
倉
氏
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
、
没
落
し
て
い
っ
た
旧
来
勢
力
と
し
て
扱
わ
れ
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

義
寛
以
降
の
斯
波
氏
に
つ
い
て
も
、
今
川
氏
の
遠
江
侵
攻
を
め
ぐ
っ
て
、
斯
波
氏
が
そ
れ
に
抵
抗
し
て
戦
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
秋
本
太

二
氏
の
研
究
（
８
）が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
家
永
遵
嗣
氏
（
９
）や
森
田
香
司
氏（（（
（

ら
の
論
考
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
ま
た
、
主
眼
は
義
寛
家
臣

の
織
田
敏
定
で
は
あ
る
が
、
明
応
の
政
変
以
前
の
幕
府
に
お
け
る
義
寛
の
政
治
的
立
場
を
も
論
じ
た
松
島
周
一
氏
の
論
考（（（
（

が
あ
る
。
た
だ

十
六
世
紀
段
階
の
尾
張
斯
波
氏
そ
の
も
の
の
専
論
は
、
史
料
的
限
界
や
関
心
の
薄
さ
も
あ
っ
て
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、『
新
修
名
古
屋
市

史
通
史
編
』
な
ど
の
自
治
体
史
や
、
台
頭
し
つ
つ
あ
る
織
田
氏
と
の
関
係
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る（（（
（

。

　

越
前
に
残
っ
た
斯
波
氏
一
族
に
つ
い
て
も
、
鞍
谷
氏
が
義
廉
子
孫
で
あ
る
と
松
原
信
之
氏
が
指
摘
し
て
い
る（（（
（

。
そ
の
後
こ
の
鞍
谷
氏
を

中
心
と
し
て
研
究
は
進
め
ら
れ
、
佐
藤
圭
「
戦
国
期
の
越
前
斯
波
氏
」（
本
書
所
収
）
や
、
松
原
信
之
「
朝
倉
氏
戦
国
大
名
化
の
過
程
に

お
け
る
「
鞍
谷
殿
」
の
成
立
の
意
義
」（
本
書
所
収
）
が
提
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
斯
波
氏
の
守
護
領
国
に
つ
い
て
の
研
究
も
、
守
護
領
国
支
配
研
究
が
活
発
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
進
み
、
こ
ち
ら
も
七
〇
年
代
以
降
、

尾
張
・
越
前
・
遠
江
各
国
の
守
護
代
の
沿
革
や
守
護
支
配
の
実
態
が
検
討
さ
れ
た
。
尾
張
に
つ
い
て
は
、『
清
洲
町
史（（（
（

』
な
ど
の
自
治
体

史
の
記
述
を
ふ
ま
え
、
斎
藤
純
雄
氏
が
、
国
衙
領
を
題
材
に
し
て
領
主
支
配
と
守
護
土
岐
氏
・
斯
波
氏
の
支
配
を
検
討
し（（（
（

、
杉
村
豊
氏
が
、

応
仁
の
乱
終
焉
か
ら
織
田
信
秀
登
場
ま
で
の
時
期
の
、
織
田
氏
の
尾
張
支
配
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（（（
（

。
越
前
に
つ
い
て
は
、
守
護
代
を
検

討
し
た
小
泉
義
博
氏
の
研
究（（（
（

が
あ
り
、
遠
江
に
つ
い
て
は
、
秋
本
太
二
氏
が
今
川
氏
を
中
心
に
遠
江
の
守
護
支
配
を
述
べ
る
中
で
、
斯
波

氏
の
支
配
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る（（（
（

。

　

八
〇
年
代
以
降
で
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
河
村
昭
一
氏
の
一
連
の
研
究（（（
（

で
、
斯
波
氏
の
守
護
支
配
や
守
護
代
を
検
討
し
て
い
る
。

遠
江
で
は
遠
江
守
護
の
沿
革
を
明
ら
か
に
し
た
吉
井
功
兒
氏
の
研
究（（（
（

が
あ
り
、
そ
の
補
論
は
斯
波
苗
字
に
つ
い
て
論
じ
た
貴
重
な
論
考
で

あ
る
。
一
方
越
前
・
尾
張
は
、
自
治
体
史
や
辞
典
な
ど
で
守
護
・
守
護
代
の
沿
革
が
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
河
村
氏
以
外
に
詳
し
く
論
じ

た
研
究
は
な
い
。
な
お
斯
波
氏
が
一
時
守
護
職
を
持
っ
て
い
た
信
濃
・
加
賀
・
若
狭
・
越
中
な
ど
の
国
々
に
つ
い
て
は
、
在
職
期
間
の
短

さ
も
あ
っ
て
、
守
護
在
職
事
実
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
っ
て
も
、
具
体
的
な
領
国
支
配
に
関
す
る
専
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。

　

斯
波
家
中
に
つ
い
て
は
、
守
護
代
家
、
特
に
織
田
・
朝
倉
氏
の
研
究
は
そ
の
後
の
戦
国
時
代
に
勢
力
を
伸
ば
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
る
が（（（
（

、
そ
れ
以
外
と
な
る
と
、
義
将
期
ま
で
は
前
述
の
小
川
氏
著
書
や
河
村
昭
一
「
南
北
朝
期
に
お
け
る
守
護
権
力
構
造

─
斯
波
氏
の
被
官
構
成
─
」（
本
書
所
収
）
が
あ
る
も
の
の
、
以
後
の
時
代
は
、
越
前
・
遠
江
の
堀
江
氏
や
、
越
前
二
宮
氏
な
ど
が
さ
れ

て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る（（（
（

。

　

で
は
斯
波
氏
研
究
に
お
い
て
現
在
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
か
。

　

ま
ず
権
力
体
と
し
て
の
斯
波
氏
を
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
基
礎
的
な
作
業
は
ほ
ぼ
行
わ
れ
た
が
、
守
護
領
国
制
論
の
中
で
語
ら
れ

て
き
て
お
り
、
近
年
の
室
町
時
代
研
究
や
他
の
守
護
層
の
研
究
と
の
比
較
の
中
で
、
改
め
て
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
基
礎
的
研
究
の

土
台
と
な
る
文
書
史
料
の
絶
対
数
が
乏
し
い
た
め
、
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
困
難
を
伴
う
が
、
そ
れ
で
も
古
記
録
や
宗
教
資
料
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が
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
今
後
は
こ
れ
ら
か
ら
斯
波
氏
関
係
の
史
料
を
拾
い
上
げ
、
文
書
と
あ
わ
せ
て
史
料
を

読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
の
家
を
考
え
る
上
で
重
要
な
要
素
に
、
惣
領
家
を
支
え
る
有
力
な
庶
家
の
存
在
が
あ
る
。
む
ろ
ん
庶
家
の
力
が
強
す

ぎ
る
と
、
惣
領
家
が
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
危
険
性
を
孕
む
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
大
き
な
支
え
と
な
る
。
同
じ
管
領
家
の
細
川
・
畠
山

氏
に
は
、
細
川
氏
に
讃
岐
・
備
中
・
淡
路
・
和
泉
各
守
護
家
、
加
え
て
典
厩
家
・
野
州
家
が
あ
り
、
畠
山
氏
に
も
能
登
畠
山
氏
が
い
る
。

一
方
斯
波
氏
に
も
、
義
将
の
弟
義
種
流
が
あ
り
、
義
種
は
兄
義
将
を
補
佐
す
る
一
方
で
、
一
時
的
に
若
狭
・
越
前
守
護
に
補
任
さ
れ
た
ほ

か
、
加
賀
守
護
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
子
満
種
の
時
に
守
護
職
を
失
い
、
以
後
は
越
前
大
野
郡
を
領
す
る
程
度
で
あ
り
、
室
町
幕
府

内
で
讃
岐
細
川
と
能
登
畠
山
と
が
重
臣
会
議
に
顔
を
連
ね
た
の
と
は
比
す
べ
く
も
な
い
。
持
種
代
に
、
本
家
当
主
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と

も
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
斯
波
家
を
支
え
る
立
場
に
な
る
が
、
こ
れ
も
義
敏
の
家
督
追
放
に
よ
っ
て
失
脚
す
る
な
ど
、
必
ず
し
も
斯
波
氏
権

力
の
中
で
は
甲
斐
・
織
田
と
い
っ
た
有
力
家
臣
ほ
ど
の
影
響
力
を
持
て
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
義
種
流
斯
波
氏
の
位
置
付
け
を
今
後
ど
の

よ
う
に
し
て
い
く
か
は
、
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
陸
奥
・
出
羽
の
大
崎
・
最
上
・
高
水
寺
斯
波
、
末
野
ら
越
前
斯
波
氏
と
い
っ
た

一
族
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
斯
波
家
中
に
つ
い
て
も
、
初
期
の
義
将
段
階
は
検
討
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
時
代
の
斯
波
家
中
は
、
守
護
代
と
な
っ
た

甲
斐
・
織
田
氏
や
、
後
に
越
前
国
主
と
な
っ
た
朝
倉
氏
は
と
も
か
く
、
そ
の
他
は
あ
ま
り
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
ず
は
基
礎
的

な
検
証
を
積
み
上
げ
て
い
き
、
そ
れ
を
も
と
に
斯
波
家
中
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す

る
作
業
が
今
後
必
要
で
あ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
斯
波
の
子
弟
が
入
っ
た
禅
寺
や
、
領
国
内
の
寺
社
と
の
関
係
と
い
っ
た
、
宗
教
と
の
関
わ
り
、
幕
府
の
遠
隔
地
領
主
と

の
交
渉
の
中
で
、
斯
波
氏
が
取
次
と
し
て
果
た
し
た
役
割
、
幕
府
内
で
の
他
の
有
力
守
護
家
や
御
一
家
衆
・
外
様
衆
・
奉
公
衆
・
奉
行
人

家
と
の
関
係
な
ど
、
ま
だ
多
く
の
検
討
課
題
が
手
を
付
け
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
斯
波
氏
の
み
な

ら
ず
、
室
町
幕
府
そ
の
も
の
や
、
当
時
の
武
家
社
会
、
武
家
と
宗
教
と
の
関
係
性
を
見
る
上
で
も
重
要
だ
ろ
う
。

二　

鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
斯
波
氏

　

斯
波
氏
の
祖
と
さ
れ
る
の
は
、
足
利
泰
氏
の
長
男
家
氏
で
あ
る
。
家
氏
の
母
は
名
越
朝
時
の
娘
で
あ
っ
た
が
、
家
督
は
北
条
得
宗
家
の

時
氏
娘
所
生
で
あ
る
弟
の
頼
氏
が
継
い
だ
。
家
氏
は
中
務
権
大
輔
・
検
非
違
使
・
尾
張
守
な
ど
を
歴
任
し（（（
（

、
鎌
倉
幕
府
で
も
有
力
御
家
人

と
し
て
単
独
で
活
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
頼
氏
の
早
世
で
家
督
を
継
い
だ
幼
少
の
家
時
を
補
佐
し
、
足
利
一
門
の
代
表
者
と
な
っ
て
い
る
。

　

家
氏
の
子
に
は
、
庶
長
子
の
義
利
（
石
橋
氏
祖
）、
次
男
貞
数
、
嫡
子
と
な
っ
た
三
男
宗
家
、
明
覚
上
人
総
真
が
い
る
。
三
男
の
宗
家

が
家
督
を
継
い
だ
の
は
、
小
川
氏
の
言
う
と
お
り（（（
（

、
兄
た
ち
の
母
親
の
出
自
が
低
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

宗
家
の
動
静
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
系
図
に
は
従
五
位
下
左
近
将
監
と
あ
り
、「
北
条
九
代
記（（（
（

」
で
白
井
胤
資
を
預
け
ら
れ
た
尾
張

左
近
大
夫
将
監
は
宗
家
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
正
慶
元
年
（
一
三
三
二
）
の
関
東
裁
許
状
案（（（
（

に
「
足
利
尾
張
三
郎
宗
家
跡
」
と
あ
る
た
め
、

こ
の
叙
任
が
本
当
に
な
さ
れ
た
か
な
お
検
討
を
要
す
る
。

　

宗
家
の
子
は
、
家
貞
・
宗
氏
・
義
真
・
得
寿
丸
・
女
子
の
五
人
が
見
え
る
。
嫡
子
は
家
貞
と
さ
れ
る
が
、
宗
氏
を
嫡
子
と
す
る
も
の
も

あ
り
、
先
の
正
慶
元
年
の
関
東
裁
許
状
案
中
に
、
宗
氏
が
父
宗
家
の
領
有
関
係
を
幕
府
に
返
答
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
小

川
氏
は
家
貞
と
宗
氏
は
同
一
人
物
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る（（（
（

。
実
際
家
貞
の
動
向
は
伝
わ
ら
ず
、
宗
氏
の
み
確
認
で
き
る
の
で
、
家
貞
が
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